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四街道市こどもプラン ～子ども・子育て支援事業計画～

|	 1.	 計画策定の背景と趣旨	
わが国では、少子高齢化が進むとともに、核家族化の進行や地域とのつながりが希薄化してい

ることから、子どもや子育てを取り巻く環境は、厳しさを増しています。

子どもが欲しいと思う人が子どもを持ち、子育てしやすい環境にしていくために、子どもや子育

て家庭を地域全体が支える仕組みの構築が求められています。

平成 27年度から開始される「子ども・子育て支援新制度」では、「質の高い幼児期の学校教

育・保育の総合的な提供」、「保育の量的拡大及び確保」、「地域における子ども・子育て支援の充実」

の3つを柱とし、地域における子ども・子育て支援を充実させることにより、すべての子どもが健や

かに成長できる社会の実現をめざしています。

本市では、子ども・子育てを取り巻くさまざまな課題に積極的に取り組み、子ども・子育て支援の

質と量の充実を図るとともに、家庭、学校、地域などすべての構成員が、子ども・子育て支援の重

要性に関心・理解を深め、協働し、それぞれの役割を果たすことが必要です。本計画は、そうし

た取り組みを通じて、すべての子どもたちの健やかな成長を支援できるまちをめざすことを目的として

策定するものです。

|	 2.	 計画の位置づけと性格	
本計画は、子ども・子育て支援法第2条の基本理念を踏まえ、同法第 61条第1項の規定に基づき、

国が定める基本指針に即して策定します。 

また、次世代育成支援対策推進法（平成15年7月16日法律第120号）の改正により、法律の

有効期限が10 年間（平成 37年 3月31日まで）延長されたことから、同法第 8条の規定に基づく「市

町村行動計画」にも位置づけ、これまで当市の市町村行動計画（四街道市こどもプラン）により展

開してきた次世代育成に係る施策を継承し、一体的に策定する計画とします。

|	 3.	 計画の期間	
本計画の期間は、平成 27年度から平成 31年度までの5年間とします。

ただし、計画期間中、国の動向や社会情勢が変化した場合は、本計画を見直すなど、その変化

に柔軟に対応していきます。
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|	 4.	 基本理念
本市は、将来に向かって、めざすべきまちの姿である将来都市像を「人　みどり 子育て　選ばれ

る安心快適都市　四街道」と設定し、本市の地域資源である、人、自然、歴史を大切にしながら、

文化を育み、都市機能と市民活動、そして子育て環境を充実していくことで、誰もが安心で快適に

暮らせる都市として、選ばれる四街道をめざしています。

子育てについては「子育て日本一」を目標とするなか、相談体制や子育て支援サービスの充実は

もとより、遊びや生活の場となるこどもルームを全小学校敷地内で運営するほか、地域で子どもた

ちを育てる活動を推進し、安心して子育てできる環境づくりに取り組んできました。

子どもは「生きる力」「今とこれからを生き抜く力」を生まれ持っています。しかし、自立心の育成、

心身の調和のとれた発達のためには周囲の環境が重要であり、地域全体で子育てに理解や関心を

持ち、寄り添うことが大切です。

このことから、子育て支援サービスのさらなる充実だけでなく、子育て家庭への情報提供や同世

代の交流の場づくりにより、地域で子育てできる環境をつくることが急務となっています。

本市では、市民参加によるまちづくりを継続して実施してきた実績を有していることから、これを

強みとし、地域住民と行政が一体となって地域の子育て環境の向上に取り組み、子育ての孤立化

を防止し、地域全体、すなわち「みんな」で子育て家庭を応援するまちをめざすこととし、基本理

念を次のとおりとします。

すくすく子育ち・地域
み ん な

で子育て   四街道
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四街道市こどもプラン ～子ども・子育て支援事業計画～

|	 5.	 基本方針	・施策体系
本計画では、基本理念を実現するために、次の5つの基本方針を設定して、それらを柱として

総合的に子ども・子育て支援に関する各施策を推進していきます。

基本方針1　多様な子育て支援の充実

児童数の増減にかかわらず、保育ニーズは増加傾向にあることから、認可保育所などの

教育・保育サービスの提供体制の強化を図るとともに、在宅での子育てを含むすべての

子育て家庭を支援するための地域の子育て支援サービスを充実します。

全国的な核家族化の進行や近隣関係の希薄化などにより、子育てに対する負担や不安感・

孤立感を感じる家庭が増加しています。このような状況を改善するため、相談しやすい体制

づくりを進め、子育てに困っている家庭を減らすとともに、子ども自身の心の問題にも寄り添い

対応していくことで、地域で子育てできる環境づくりに取り組みます。

また、地域住民も子育て支援に参加しやすい仕組みづくりを進め、地域全体で子育て家庭

を応援するまちをめざします。

１．就学前の教育・保育の充実

２．地域における⼦子育て⽀支援の充実

(1)就学前の教育・保育の体制確保 ① 教育・保育施設の提供体制の充実

(2)教育・保育の一体的提供　
① 認定こども園の普及

② 幼保小連携の推進

(3)幼児教育の充実
① 私立幼稚園等就園児補助

② 私立幼稚園就園奨励費補助

③ 私立幼稚園等教材費補助

(1)
子育て等の相談・情報提供・支
援体制の充実

① 利用者支援事業

② 子育て支援サービス等の周知

③ 保健センター等における相談体制の充実

④ 家庭児童相談

(2)
多様で質のよい子育て支援サー
ビスの確保

① 時間外等保育事業

② 休日保育の実施

③ 一時預かり（幼稚園等における在園児の預かり保育）

④ 一時預かり（保育所等の一時保育等）

⑤ 地域子育て支援拠点（子育て支援センター）事業の充実

⑥ 病後児保育の充実

⑦ 病児保育の実施

⑧ 認可外保育施設入所児童保護者助成金

(3)子育て支援力の強化

① 子育てをサポートするボランティアの育成

② ＰＴＡ地域活動の支援

③ ファミリー・サポート・センター機能の充実

④ 高齢者との交流

⑤ パパ・ママルームの充実

⑥ パパ・ママルームの同窓会の充実

⑦ 児童センターにおける子育て支援事業の充実

⑧ 子育てサロンの充実

⑨ 公民館における子育て教室

⑩ 地域家庭教育事業の充実

⑪ 男女共同参画フォーラムの開催支援
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基本方針2　子どもや母親の心とからだの健康づくり

若年や高齢での妊娠、出産が増加傾向にあるなど、きめ細かい対応が必要な妊産婦が増え

ています。妊娠中からリスクを抱えていると、子育てへの不安も高まる傾向にあります。このため、

保護者の気持ちに寄り添った相談支援により子育てに対する不安の軽減に努めるとともに、子ども

の健やかな心身の成長のための適切な保健サービスを提供し、妊娠・出産期からの切れ目ない

支援体制を充実します。

出産に関する希望の実現をあきらめる理由の一つに、経済的理由が挙げられています。逐次

内容を充実してきた子どもに対する医療費助成など、子育てに関する経済的支援を継続して実施

し、子育て家庭の負担を軽減していきます。

また、小児医療に関する不安が強いことから、小児救急医療体制について周知を図り、

健康や医療に関する不安を軽減します。

１．⺟母⼦子保健の充実

２．医療療体制の充実

(1)情報提供・相談支援等の充実

① 母子健康手帳の交付

② 妊婦健康相談　

③ 妊婦禁煙教育の実施

④ 妊婦歯科健康教育の充実

⑤ 食生活に関する健康教育の実施

⑥ 乳児家庭全戸訪問（こんにちは赤ちゃん）事業

⑦ 乳幼児相談

⑧ 乳幼児家庭訪問

⑨ 事故防止方法についての知識の普及

⑩ 歯・口腔相談

⑪ こころの健康づくり

⑫ ことばの相談事業

⑬ 保健推進員活動の充実

(2)健康診査・保健指導等の充実

① 妊婦一般健康診査

② 助産施設入所措置

③ 乳幼児健康診査

④ 予防接種

⑤ 幼児歯科健康診査・健康教育

⑥ 小児生活習慣病予防対策

⑦ 保育所集団健康診断

(1)医療体制の充実

① かかりつけ医の普及促進

② 広域的な医療体制の充実

③ 小児救急医療体制の充実　　　　　　　　　

④ 医師会、歯科医師会、関係機関の支援と協力

⑤ 子ども医療対策事業
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四街道市こどもプラン ～子ども・子育て支援事業計画～

基本方針3　豊かな心を育む育成環境の整備

小さい子どもを育てながら、就労を希望する保護者が増加しています。子育て支援サービスを

利用してきた保護者が、子どもの就学と同時に就労に支障が出ることのないよう、こどもルーム

の充実を図り、保育サービスの提供において切れ目ない支援を実施します。

児童生徒が放課後安心して過ごせる場所の確保に努め、地域住民と子どもとの接点を増やし

た体験活動を充実し、地域との連携を強化します。

次代の親となる思春期の子どもたちが、子ども自らの生きる力を培い、将来子どもを産み育て

る喜びが実感できるように支援することが重要となっているため、心の安らぎとなる家庭の機能

や命の大切さ、性に関する正しい理解及び望ましい食習慣の普及など発達に応じた健康教育・

思春期保健を推進します。

また、感動することのできる豊かな心を育むため、生まれ育ったまちについての歴史・文化の

伝承や豊かな自然を肌で感じ、ふるさとへの愛着や誇りを持ち、心に刻む学習の機会の充実を

図ります。

１．健全な⼼心⾝身の成⻑⾧長に向けた⽀支援

２．次代の親の育成に向けた⽀支援

(1)子どもの居場所・遊び場の充実

① こどもルームの充実

② 児童センター事業の充実

③ プレーパーク事業の充実

④ 放課後子ども教室の充実

⑤ 都市公園・児童遊園の維持管理

(2)体験活動等の充実と環境整備

① 子ども会活動の活性化

② 芸術・文化活動の機会の拡大

③ 公民館での活動の活性化

④ 図書館サービスの充実

⑤ 国際交流事業

(3)
スポーツ・ボランティア活動等
の充実

① 児童生徒のスポーツ活動の拡充

② レクリエーション活動の充実

③ 総合型地域スポーツクラブの育成

④ ボランティア活動への子どもの参加促進

⑤ 世代間交流の促進

(4)青少年の健全育成
① 青少年健全育成活動の促進

② 青少年相談体制の整備

(1)健康教育・思春期保健の充実

① 健康な生活習慣の啓発

② 学校保健教育の充実

③ 思春期保健の推進

④ 食育の推進

(2)
次代の親の育成と社会活動の支
援

① 学校教育での家庭の機能等意識の啓発

② 四街道ふるさとまつりの実施

③ まちづくりへの参加促進
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基本方針4　多様な子育て家庭への支援

社会経済情勢の変化や女性の社会参画意識の変化により、共働き世帯が増加し、その

就労形態も多様化しています。仕事と生活の調和を図るワーク・ライフ・バランスの実現の

ために、国では職場での働き方や家庭での役割分担を選択できる環境の整備や意識の醸成

について、積極的・継続的に取り組むこととしています。市でも、事業主の理解と協力のもと、

職場における仕事と子育てや家庭生活・地域生活が両立できる環境の整備を図り、父親と母

親が協力して子育てを行い、子育て意識を共有できるよう、男性も子育てに参画しやすい環境

づくりに向けた啓発活動を推進していきます。

ひとり親家庭など特に配慮が必要な家庭や子どもに対しては、相談体制や支援内容などの

充実を図り、関係機関と連携して複合的な対応に取り組みます。

また、障害のある子どもに対しては、一人ひとりの状況に応じた生活支援、乳幼児期から学校

卒業まで一貫した効果的な支援を身近な場所で提供する体制の充実を図ります。

	 

(1)多様な働き方への支援	 

１．仕事と家庭の両⽴立立⽀支援

２．配慮が必要な⼦子ども・⼦子育て家庭への切切れ⽬目ない⽀支援

① 育児・介護休業制度等の普及促進

② 就労支援

③ ワーク・ライフ・バランスの普及啓発

(1)ひとり親家庭への支援

① 民生・児童委員活動の充実

② 母子・父子等自立支援相談

③ ひとり親家庭に対するリフレッシュ機会の提供

④ ひとり親家庭児童入学等祝金

⑤ 母子寡婦福祉資金・父子福祉資金の貸付

⑥ ひとり親家庭に対する医療費助成

⑦ ひとり親家庭に対する学習支援

(2)障害のある子どもへの支援

① 相談支援体制の充実

② 児童発達支援事業

③ 障害のある子どもの受け入れ

④ 行動援護・移動支援事業等の充実

⑤ 日中一時支援事業の充実

⑥ 保育所等訪問支援

⑦ 放課後等デイサービス

⑧ 居宅介護（ホームヘルプサービス）の充実

⑨ 短期入所（ショートステイ）の充実

⑩
私立幼稚園等心身障害児補助及び私立幼稚園等特別支援教育運
営費補助

⑪ 特別支援教育就学奨励費援助

⑫ 重度心身障害者（児）医療費助成

⑬ 就学相談の充実

(3)児童虐待防止対策の充実

① 児童虐待防止の広報及び啓発

② 地域における相談体制の充実

③ 要支援乳幼児家庭の把握

④ 児童及び配偶者等に対する暴力防止対策地域協議会の運用

⑤ 配偶者暴力被害者支援事業
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基本方針 5　子ども・子育てにやさしいまちづくり

まちづくり全体において子育て支援を意識し、子どもや子育て家庭が安心して外出できる

よう、地域の実情に即し、子どもの視点に立った交通安全対策を推進するとともに、道路や

公共交通の整備を実施します。

また、子どもの交通安全意識の高揚に努めるとともに、子育て家庭が安心して子どもを育て、

子どもが安全に暮らせるように、家庭、学校、地域などさまざまな分野が連携し、子どもを交通

事故や犯罪などの被害から守り、安心・安全な環境づくりを推進します。

	 
１．⼦子ども・⼦子育てに配慮した⽣生活環境の充実

(1)公共交通機関等の整備

① 道路バリアフリー事業

② 交通安全施設の保守・整備

③ 交通バリアフリーの推進

④ 利用しやすい公共施設の整備

(2)身近な安全の強化

① 交通安全教育・交通安全運動の推進

② シートベルト及びチャイルドシートの正しい着用の徹底

③ 消費者教育の推進

④ 「こども1 1 0 番の家」の充実

⑤ 防犯パトロールの実施

⑥ 子どもの防犯・防災意識の向上
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|	 6.	 重点施策
基本理念である「すくすく子育ち・地

み ん な

域で子育て　四街道」を実現するため、「重点施策」を

設定し、重点的・優先的に取り組みます。

（１）相談・情報提供・支援体制の充実
教育・保育施設をはじめとするさまざまな子育て支援サービスの中から、適切なものを選択し、

円滑に利用できるよう相談に応じ、助言できる体制づくりに取り組みます。また、子育て家庭

などへ子育てに関するさまざまな情報が的確に届くよう、子育てガイドブックの配布や市ホーム

ページなどを活用した情報提供を実施していきます。さらに、子育てサロンや子育てサークル

などの情報提供を通じて、子育て世代の交流の活性化を促進していきます。

＜具体的施策名＞
○利用者支援事業
○子育て支援サービス等の周知　

（２）就学前の教育・保育の提供体制の確保
就学前の子どもに、発達段階に応じた質の高い教育・保育が適切に提供できるよう、計画的

に提供体制を確保していきます。特に、保育サービスの量と質の充実や、多様な保育サービス

の提供などについては、地域特性を考慮したうえで、民間で設置・運営を行う保育所を設置し、

待機児童の解消をめざします。

＜具体的施策名＞
○教育・保育施設の提供体制の充実　

（３）多様な保育サービスの確保
利用者ニーズの高い、幼稚園等（認定こども園については１号認定）での通常の教育時間の

前後や夏季等の長期休業期間に行う一時預かり（預かり保育）の充実を図るため、幼稚園等に

対して支援を行います。また、保育所等における一時預かりの拡充により、育児不安の解消や

負担の軽減などを図るほか、新たな保育サービスとして「休日保育」と「病児保育」について

実施に向けた体制整備に着手し、多様な保育ニーズに対応していきます。

＜具体的施策名＞
○一時預かり
○休日保育の実施
○病児保育の実施
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|	 7.	 量の見込みと確保方策について
<算定にあたっての考え方>

国の「市町村子ども・子育て支援事業計画における「量の見込み」の算出等のための手引き」

（以下「国の手引き」）に従って、児童数の推計とニーズ調査結果を基に算定しました。なお、一部

の事業においては、国から示された方法に基づく補正や、本市の実情に合わせた補正を行いました。

< 児童数の推計 >
量の見込みの算出の基となる児童数の推計は、「四街道市総合計画」における「将来の総人口」

と整合を図りました。これは、国勢調査の人口を基準とし、コーホート要因法により算出された

推計値に、施策的効果や住宅開発等の特殊要因を加味して算出したものです。

児童人口推計

Ｐ16 

（単位：人）

年齢 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳

７歳

８歳

９歳

１０歳

１１歳

計

36

42

37

44

52

98

120

118

136

132

124

140

148

157

167

132

169

173

169

183

147

155

182

185

186

140

145

161

186

190

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000

平成22年

23年

24年

25年

26年

年齢別入所児童数の推移

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳

（人）
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（1）就学前教育・保育の量の見込みと確保方策

<認定区分について>
子ども・子育て支援新制度では、保護者からの申請を受け、3つの認定区分に応じて施設（幼稚園、

保育所、認定こども園、小規模保育など）の利用先が決まります。

 

< 算定について>
国の手引きを基準としながら、3号認定については保育所入所児童数及び平成 22年から25年の

間の待機児童数の増減率を算出し、単年度増加率に基づき算出しました。

２６年度実績 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

１号認定 １，４６３人 １，４６４人 １，４６６人 １，４６２人 １，４４８人

２号認定（教育希望） ２３０人 ２３０人 ２３０人 ２３０人 ２２７人

計 １，６９３人 １，６９４人 １，６９６人 １，６９２人 １，６７５人

特定教育・保育施設 １７６人 １７６人 ６１４人 ６１４人 ６１４人

確認を受けない幼稚園 １，７７０人 １，７７０人 １，２６０人 １，２６０人 １，２６０人

計 １，９４６人 １，９４６人 １，８７４人 １，８７４人 １，８７４人

２５３人 ２５２人 １７８人 １８２人 １９９人

※特定教育・保育施設・・・・認定こども園、幼稚園のこと
※「確認を受けない幼稚園」・・・・子ども・子育て支援新制度が施行されるに伴い、既存幼稚園が国で新設された施設型給付を
　 受ける幼稚園に移行せず、施設型給付に伴う市の「確認」を受けない幼稚園のこと

②－①

確保方策の内容 ・量の見込みに対して十分な提供体制が確保される

①量の見込み

１，６５７人
（市外１７４人含）

（26.5.1現在）

②確保方策

➀	 １号認定（満３歳以上の教育希望）と２号認定（満３歳以上で教育の利用希望が強い）	 

認定区分 利用先

教育標準時間認定 幼稚園、認定こども園

　子どもが満３歳以上で、教育を希望する場合

満３歳以上・保育認定 保育所、認定こども園

　子どもが満３歳以上で、「保育の必要な事由」※に該当し、

　保育所等での保育を希望する場合

満３歳未満・保育認定
　子どもが満３歳未満で、「保育の必要な事由」※に該当し、

　保育所等での保育を希望する場合

※「保育の必要な事由」
　□就労（フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内 □求職活動（起業準備を含む）
　	 　の労働など、基本的にすべての労働を含む） □就学（職業訓練校等における職業訓練を含む）
　□妊娠・出産 □虐待やＤＶのおそれがあること
　□保護者の疾病、障害 □他の子どもの育児休業中であること
　□同居親族の介護・看護 □その他、上記に類する状態にあること
　□災害復旧

保育所、認定こども園、
小規模保育など

対　　象

１号認定

２号認定

３号認定

２６年度実績 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

１号認定 １，４６３人 １，４６４人 １，４６６人 １，４６２人 １，４４８人

２号認定（教育希望） ２３０人 ２３０人 ２３０人 ２３０人 ２２７人

計 １，６９３人 １，６９４人 １，６９６人 １，６９２人 １，６７５人

特定教育・保育施設 １７６人 １７６人 ６１４人 ６１４人 ６１４人

確認を受けない幼稚園 １，７７０人 １，７７０人 １，２６０人 １，２６０人 １，２６０人

計 １，９４６人 １，９４６人 １，８７４人 １，８７４人 １，８７４人

- ２５３人 ２５２人 １７８人 １８２人 １９９人

※特定教育・保育施設・・・・認定こども園、幼稚園のこと

※「確認を受けない幼稚園」・・・・子ども・子育て支援新制度が施行されるに伴い、既存幼稚園が国で新設された施設型給付を

　受ける幼稚園に移行せず、施設型給付に伴う市の「確認」を受けない幼稚園のこと

確保方策の内容 量の見込みに対して十分な提供体制が確保される

①量の見込み

②確保方策

②－①

１，６５７人
（市外１７４人含）

（26.5.1現在）

認定区分 利用先

教育標準時間認定

　子どもが満３歳以上で、教育を希望する場合

満３歳以上・保育認定

　子どもが満３歳以上で、「保育の必要な事由」※に該当し、

　保育所等での保育を希望する場合

満３歳未満・保育認定

　子どもが満３歳未満で、「保育の必要な事由」※に該当し、

　保育所等での保育を希望する場合

※「保育の必要な事由」

　□就労（フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内 □求職活動（起業準備を含む）
　 　の労働など、基本的にすべての労働を含む） □就学（職業訓練校等における職業訓練を含む）
　□妊娠・出産 □虐待やＤＶのおそれがあること
　□保護者の疾病、障害 □他の子どもの育児休業中であること
　□同居親族の介護・看護 □その他、上記に類する状態にあること
　□災害復旧

対　　象

１号認定

２号認定

３号認定
保育所、認定こども園、

小規模保育など

幼稚園、認定こども園

保育所、認定こども園

 

認定区分 対　　象 利用先

１号認定
教育標準時間認定

子どもが満３歳以上で、教育を希望する場合
幼稚園、認定こども園

２号認定

満３歳以上・保育認定

子どもが満３歳以上で、「保育の必要な事由」※に該当し、　

保育所等での保育を希望する場合

保育所、認定こども園

３号認定

満３歳未満・保育認定

子どもが満３歳未満で、「保育の必要な事由」※に該当し、　

保育所等での保育を希望する場合

保育所、認定こども園、

小規模保育など
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103	 

	 

➁	 ２号認定（満３歳以上で保育を希望） 

	 

	 	 	 	 

➂	 ３号認定（０歳で保育を希望）	 

	 

	 

➃	 ３号認定（１～２歳で保育を希望）	 

	 

２６年度実績 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

①量の見込み ５７４人 ５７４人 ５７５人 ５７４人 ５６８人

②確保方策 特定教育・保育施設 ５８５人 ６２９人 ６６５人 ６９８人 ６９８人

②－① - １１人 ５５人 ９０人 １２４人 １３０人

※特定教育・保育施設・・・・認定こども園、保育所のこと

確保方策の内容 量の見込みに対して十分な提供体制が確保される

５９４人
（市外３７人含）

（26.4.1現在）

２６年度実績 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

１４２人 １５０人 １５７人 １６４人 １７０人

特定教育・保育施設 ７２人 ８７人 ９９人 １０５人 １０５人

特定地域型保育事業 ０人 ３０人 ６０人 ６０人 ６６人

計 ７２人 １１７人 １５９人 １６５人 １７１人

- ▲７０人 ▲３３人 ２人 １人 １人

※特定教育・保育施設・・・・認定こども園、保育所のこと

※特定地域型保育事業・・・・小規模保育、家庭的保育など

②確保方策

・新たな認可保育所の整備

・既存の保育所の「認可定員」または「年齢別定員」を見直し、利用定員の拡大を働きか
ける

・小規模保育事業等の導入

①量の見込み

②－①

確保方策の内容

５４人
（市外２人含）

（26.4.1現在）

・幼稚園からの認定こども園への移行を働きかける

２６年度実績 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

４１８人 ４４１人 ４６５人 ４８７人 ５０２人

特定教育・保育施設 ２７８人 ３０９人 ３３３人 ３５４人 ３５４人

特定地域型保育事業 ０人 ６０人 １３８人 １３８人 １５０人

計 ２７８人 ３６９人 ４７１人 ４９２人 ５０４人

- ▲１４０人 ▲７２人 ６人 ５人 ２人

※特定教育・保育施設・・・・認定こども園、保育所のこと

※特定地域型保育事業・・・・小規模保育、家庭的保育など

・既存の保育所の「認可定員」または「年齢別定員」を見直し、利用定員の拡大を働き
かける

・小規模保育事業等の導入

①量の見込み

②確保方策

②－①

確保方策の内容

・新たな認可保育所の整備

３１９人
（市外２１人含）

（26.4.1現在）

・幼稚園からの認定こども園への移行を働きかける

２６年度実績 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

①量の見込み ５７４人 ５７４人 ５７５人 ５７４人 ５６８人

②確保方策 特定教育・保育施設 ５８５人 ６２９人 ６６５人 ６９８人 ６９８人

②－① １１人 ５５人 ９０人 １２４人 １３０人

※特定教育・保育施設・・・・認定こども園、保育所のこと

５９４人
（市外３７人含）
（26.4.1現在）

確保方策の内容 ・量の見込みに対して十分な提供体制が確保される

 

103	 

	 

➁	 ２号認定（満３歳以上で保育を希望） 

	 

	 	 	 	 

➂	 ３号認定（０歳で保育を希望）	 

	 

	 

➃	 ３号認定（１～２歳で保育を希望）	 

	 

２６年度実績 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

①量の見込み ５７４人 ５７４人 ５７５人 ５７４人 ５６８人

②確保方策 特定教育・保育施設 ５８５人 ６２９人 ６６５人 ６９８人 ６９８人

②－① - １１人 ５５人 ９０人 １２４人 １３０人

※特定教育・保育施設・・・・認定こども園、保育所のこと

確保方策の内容 量の見込みに対して十分な提供体制が確保される

５９４人
（市外３７人含）

（26.4.1現在）

２６年度実績 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

１４２人 １５０人 １５７人 １６４人 １７０人

特定教育・保育施設 ７２人 ８７人 ９９人 １０５人 １０５人

特定地域型保育事業 ０人 ３０人 ６０人 ６０人 ６６人

計 ７２人 １１７人 １５９人 １６５人 １７１人

- ▲７０人 ▲３３人 ２人 １人 １人

※特定教育・保育施設・・・・認定こども園、保育所のこと

※特定地域型保育事業・・・・小規模保育、家庭的保育など

②確保方策

・新たな認可保育所の整備

・既存の保育所の「認可定員」または「年齢別定員」を見直し、利用定員の拡大を働きか
ける

・小規模保育事業等の導入

①量の見込み

②－①

確保方策の内容

５４人
（市外２人含）

（26.4.1現在）

・幼稚園からの認定こども園への移行を働きかける

２６年度実績 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

４１８人 ４４１人 ４６５人 ４８７人 ５０２人

特定教育・保育施設 ２７８人 ３０９人 ３３３人 ３５４人 ３５４人

特定地域型保育事業 ０人 ６０人 １３８人 １３８人 １５０人

計 ２７８人 ３６９人 ４７１人 ４９２人 ５０４人

- ▲１４０人 ▲７２人 ６人 ５人 ２人

※特定教育・保育施設・・・・認定こども園、保育所のこと

※特定地域型保育事業・・・・小規模保育、家庭的保育など

・既存の保育所の「認可定員」または「年齢別定員」を見直し、利用定員の拡大を働き
かける

・小規模保育事業等の導入

①量の見込み

②確保方策

②－①

確保方策の内容

・新たな認可保育所の整備

３１９人
（市外２１人含）

（26.4.1現在）

・幼稚園からの認定こども園への移行を働きかける

２６年度実績 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

１４２人 １５０人 １５７人 １６４人 １７０人

特定教育・保育施設 ７２人 ８７人 ９９人 １０５人 １０５人

特定地域型保育事業 ０人 ３０人 ６０人 ６０人 ６６人

計 ７２人 １１７人 １５９人 １６５人 １７１人

▲７０人 ▲３３人 ２人 １人 １人

※特定教育・保育施設・・・・認定こども園、保育所のこと
※特定地域型保育事業・・・・小規模保育、家庭的保育など

・既存の保育所の「認可定員」または「年齢別定員」を見直し、利用定員の拡大を

働きかける

・小規模保育事業等の導入

・幼稚園からの認定こども園への移行を働きかける

②－①

確保方策の内容

・新たな認可保育所の整備

５４人
（市外２人含）
（26.4.1現在）②確保方策

①量の見込み
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➁	 ２号認定（満３歳以上で保育を希望） 

	 

	 	 	 	 

➂	 ３号認定（０歳で保育を希望）	 

	 

	 

➃	 ３号認定（１～２歳で保育を希望）	 

	 

２６年度実績 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

①量の見込み ５７４人 ５７４人 ５７５人 ５７４人 ５６８人

②確保方策 特定教育・保育施設 ５８５人 ６２９人 ６６５人 ６９８人 ６９８人

②－① - １１人 ５５人 ９０人 １２４人 １３０人

※特定教育・保育施設・・・・認定こども園、保育所のこと

確保方策の内容 量の見込みに対して十分な提供体制が確保される

５９４人
（市外３７人含）

（26.4.1現在）

２６年度実績 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

１４２人 １５０人 １５７人 １６４人 １７０人

特定教育・保育施設 ７２人 ８７人 ９９人 １０５人 １０５人

特定地域型保育事業 ０人 ３０人 ６０人 ６０人 ６６人

計 ７２人 １１７人 １５９人 １６５人 １７１人

- ▲７０人 ▲３３人 ２人 １人 １人

※特定教育・保育施設・・・・認定こども園、保育所のこと

※特定地域型保育事業・・・・小規模保育、家庭的保育など

②確保方策

・新たな認可保育所の整備

・既存の保育所の「認可定員」または「年齢別定員」を見直し、利用定員の拡大を働きか
ける

・小規模保育事業等の導入

①量の見込み

②－①

確保方策の内容

５４人
（市外２人含）

（26.4.1現在）

・幼稚園からの認定こども園への移行を働きかける

２６年度実績 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

４１８人 ４４１人 ４６５人 ４８７人 ５０２人

特定教育・保育施設 ２７８人 ３０９人 ３３３人 ３５４人 ３５４人

特定地域型保育事業 ０人 ６０人 １３８人 １３８人 １５０人

計 ２７８人 ３６９人 ４７１人 ４９２人 ５０４人

- ▲１４０人 ▲７２人 ６人 ５人 ２人

※特定教育・保育施設・・・・認定こども園、保育所のこと

※特定地域型保育事業・・・・小規模保育、家庭的保育など

・既存の保育所の「認可定員」または「年齢別定員」を見直し、利用定員の拡大を働き
かける

・小規模保育事業等の導入

①量の見込み

②確保方策

②－①

確保方策の内容

・新たな認可保育所の整備

３１９人
（市外２１人含）

（26.4.1現在）

・幼稚園からの認定こども園への移行を働きかける

２６年度実績 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

４１８人 ４４１人 ４６５人 ４８７人 ５０２人

特定教育・保育施設 ２７８人 ３０９人 ３３３人 ３５４人 ３５４人

特定地域型保育事業 ０人 ６０人 １３８人 １３８人 １５０人

計 ２７８人 ３６９人 ４７１人 ４９２人 ５０４人

▲１４０人 ▲７２人 ６人 ５人 ２人

※特定教育・保育施設・・・・認定こども園、保育所のこと
※特定地域型保育事業・・・・小規模保育、家庭的保育など

②－①

確保方策の内容

・新たな認可保育所の整備

・幼稚園からの認定こども園への移行を働きかける

・既存の保育所の「認可定員」または「年齢別定員」を見直し、利用定員の拡大を
働きかける

・小規模保育事業等の導入

②確保方策

①量の見込み

３１９人
（市外２１人含）
（26.4.1現在）
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（2）地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策
❶利用者支援事業
子ども及びその保護者など、また妊娠している方が身近な場所で、教育・保育施設や地域の

子育て支援事業などを円滑に利用できるよう、新たに相談窓口を設置し、支援します。

また、さまざまなニーズに一元的な情報提供ができるよう、関係機関などと連携を図るとともに、

利用支援のための適切な窓口の紹介などを行います。

 ❷延長保育事業…時間外等保育事業
保護者の就労形態の多様化、通勤時間の増加等に伴う延長保育に対する需要に対応するため、

延長保育を実施し、長時間保育への需要に対応します。

市内保育所等において7時から19時まで（さらに20時まで実施の保育所が1か所）を実施し

ています。

❸一時預かり事業…一時預かり（幼稚園等における在園児の預かり保育）
幼稚園等（認定こども園については 1号認定）在園児を対象とし、通常の教育時間の前後や

夏季等の長期休業期間において一時預かり（預かり保育）を行います。

市内全幼稚園及び認定こども園において実施しています。

２５年度実績 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

①量の見込み ３３，０３５人日 ３３，０６９人日 ３３，１０３人日 ３３，０１６人日 ３２，７０９人日

②確保方策 ３３，０３５人日 ３３，０６９人日 ３３，１０３人日 ３３，０１６人日 ３２，７０９人日

②－① ０人日 ０人日 ０人日 ０人日 ０人日

確保方策の内容

　　　　　　　※人日：年間の利用人数×利用日数

２８，０５２人日

・幼稚園等（認定こども園については１号認定）に在園している教育認定を受けた児童に対する一時預か
りであり、市内すべての幼稚園・認定こども園で実施していることから、引き続き、量の見込みに見合った
事業量の確保に努める

２５年度実績 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

①量の見込み １か所 １か所 １か所 １か所

②確保方策 １か所 １か所 １か所 １か所

②－① ０ ０ ０ ０

確保方策の内容

未実施

・こども保育課窓口にコーディネーターを配置し、利用者支援事業を実施する

２５年度実績 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

①量の見込み ３９３人 ３９４人 ３９５人 ３９４人 ３９１人

②確保方策 ３９３人 ３９４人 ３９５人 ３９４人 ３９１人

②－① ０人 ０人 ０人 ０人 ０人

確保方策の内容

３５９人

・現在、市内すべての認可保育所で実施しており、また、新たに整備予定の認可保育所でも実施し、量の
見込みに見合った事業量の確保に努める
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❹一時預かり事業… 一時預かり（保育所等の一時保育）
  　　　ファミリー・サポート・センター事業（未就学児）
保護者などのパート就労や疾病、入院などにより一時的に家庭での保育が困難となる場合や、

保護者の子育て不安の解消を図り、負担を軽減するなどのために、主として昼間において、保育所

等における一時預かり（一時保育）及びファミリー・サポート・センター事業における未就学児の

預かりを実施します。

❺地域子育て支援拠点事業…地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター事業）
家庭や地域における子育て機能の低下や子育て中の保護者の孤立感・不安感の増大などに対応

するため、地域の身近な場所において、子育て親子の交流の場の提供や交流の促進、地域におけ

る子育て全般に関する支援を行う拠点として常設しています。

公立 2か所、私立6か所の計 8か所で実施しています。

❻病児保育事業…病児・病後児保育事業
保育所等を利用している乳幼児が病気または病気の回復期にあり、集団保育が困難な期間の

一時的な預かりを実施します。

子どもが病気にかかり集団保育ができない場合などの病児保育の実施に向けて、市内の医療

機関と連携を図りながら、体制を整備していきます。

また、市立中央保育所で実施している病後児保育を継続するとともに、さらに幼稚園児を対象と

した病気回復期の預かりを検討します。

２５年度実績 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

②確保方策 １４，３８０人日 １５，１３０人日 １５，８８０人日 １６，６３０人日 １７，３８０人日

②－① ０人日 ７５０人日 １，５００人日 ２，２５０人日 ３，０００人日

　　　　　　　※人日：年間の利用人数×利用日数

１４，３８０人日

確保方策の内容

・現在実施している保育所等での一時保育事業の提供体制を維持し、新たに整備予定の認可保育所での一時
預かり事業の実施を図る

・ファミリー・サポート・センター事業での講習の開催や、さまざまな機会を捉えた周知を図り、提供会員数の増加
に努める

①量の見込み
（一時預かり）９，５４３人日
（ファミサポ）  １，９００人日

１４，３８０人日 １４，３８０人日 １４，３８０人日 １４，３８０人日

２５年度実績 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

①量の見込み ３０，９７２人回 ３１，１０４人回 ３１，２３６人回 ３１，２６０人回 ３０，９８４人回

②確保方策 ９か所 １０か所 １０か所 １１か所 １１か所

確保方策の内容

　　　　　　　※人回：年間の利用人数×利用回数

２５，１３０人回
７か所

・保育所新設の際には地域子育て支援拠点（子育て支援センター）の設置を働きかける

２５年度実績 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

１，１６０人日 １，１６０人日 １，１６０人日 １，１６０人日 １，１６０人日

②確保方策 病後児保育事業 １，１６０人日 １，１６０人日 １，１６０人日 １，１６０人日 １，１６０人日

０人日 ０人日 ０人日 ０人日 ０人日

　　　　　　　※人日：年間の利用人数×利用日数

①量の見込み
３８人日

②－①

確保方策の内容
・現在実施している施設での提供体制を確保する
 （本市では病児保育を実施していないため、病後児保育の受け入れ可能枠を確保方策として設定した）
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❼子育て援助活動支援事業…ファミリー・サポート・センター事業（就学児）
子育ての援助を行いたい人（提供会員）と受けたい人（依頼会員）をつなぎ、小学生までの

子どもを預かる相互援助活動に関する連絡・調整を行います。

❽乳児家庭全戸訪問事業…乳児家庭全戸訪問（こんにちは赤ちゃん）事業
主に生後4か月までの赤ちゃんのいる家庭を、保健師や助産師が訪問し、母親の産後うつや

子育ての不安を軽減するための相談に応じ、子育て支援に関する必要な情報提供を行います。

❾妊婦健康診査…妊婦一般健康診査
妊婦の健康の保持及び増進を図るため、健康状態の把握、検査計測、保健指導を実施すると

ともに、妊娠期間中の適時に必要に応じた妊婦 B 型肝炎母子感染防止のための血液検査、妊婦

超音波検査などの医学的検査を実施します。

❿放課後児童健全育成事業…こどもルーム事業
小学生を対象として、放課後や小学校の休業日に、遊びや生活の場となるこどもルームを

開設・運営します。

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

(訪問数) ５７９人
６７５人 ６７８人 ６８１人 ６８１人 ６７５人

(訪問率) ７８．９％
１００％ １００％ １００％ １００％ １００％

　　　　※人：年間の利用実人数

２５年度実績

①量の見込み

②確保方策の内容
・実施機関：四街道市

・実施体制：市職員（保健師、助産師など）

２５年度実績 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

①量の見込み １，２２６人日 １，３４６人日 １，４７８人日 １，６２４人日 １，７８３人日

②確保方策 １，２２６人日 １，３４６人日 １，４７８人日 １，６２４人日 １，７８３人日

②－① ０人 ０人 ０人 ０人 ０人

確保方策の内容

　　　　　　　※人日：年間の利用人数×利用日数

１，０１８人日

・ファミリー・サポート・センター事業での講習の開催や、さまざまな機会を捉えた周知を図り、提供会員
数の増加に努める

２５年度実績 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

①量の見込み ６９８人 ７００人 ７００人 ７００人 ７００人 ７００人

　　　　※人：年間の利用実人数

②確保方策の内容

・健診回数：１４回まで

・実施場所：千葉県内外医療機関及び助産

・所実施体制：医療機関への委託

・実施時期：妊娠期間

２５年度実績 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

①量の見込み ６１５人 ６１４人 ６１２人 ６０８人 ６０４人

②確保方策 ５５０人 ６１０人 ６１０人 ６１０人 ６１０人

②－① ▲６５人 ▲４人 ▲２人 ２人 ６人

確保方策の内容

　　　　※人：登録実人数

・各ルームにより状況が異なるので、児童の集団の規模、専用室の面積等を考慮し、個別に定員の見直し
や増改築などの施設整備を図っていく

４５５人
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|	 8.	 その他の数値目標一覧

四街道市こどもプラン
〜子ども・子育て支援事業計画〜

平成 27 年 3月

発　行	 四街道市
編　集	 四街道市　健康こども部　こども保育課
	 〒 284-8555	四街道市鹿渡無番地
	 電話		043–421–2238
	 FAX		043–424–2011

区分 単位
実績値 

（平成 25年度）
目標値 

（平成 31年度）

パパ・ママルームの土・日曜開催 実施回数（回） 6回 6回

地域家庭教育学級実施回数 実施回数（回） 9件13回 6件18回

乳幼児相談

3〜4か月児相談 受診率（%） 93.3% 100%

8か月歯・離乳食教室 受診率（%） 78% 80%

事故防止方法についての知識の普及
実施回数（回） 12回 12回

実施人数（人） 686人 700人

乳幼児健康診査

1歳 6か月児健康診査 受診率（%） 95.1% 98%

3歳 6か月児健康診査 受診率（%） 88.9% 90%

幼児歯科健康診査・健康教育

2歳 6か月児歯科健康診査 受診率（%） 76.8% 80%

幼児歯科健康教育
実施回数（回） 13回 15回

実施人数（人） 709人 800人

むし歯のない幼児の割合 割合（%） 85.5% 85%

「こども110 番の家」　登録軒数 軒数（軒） 2,533 軒 3,200 軒


